
○ 社会福祉士養成施設の設置主体については、運用上、地方公共団体、学校法人及び   
社会福祉法人のいずれかであることが要件となっているが、養成施設の指定基準にお   
いてこれを改めて明確化する。【一般養成施設・短期養成施設共通】  
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○ 建物（校舎）については、運用上、自  己所有であることが要件となっているが、事業の  
継続性が担保されることを前提に、借家の場合でも可能となるよう、規制を緩和する。  

鼻直し嚢  二甲∵   

＃会膚逝土着成彪讃につい碓虜ををL。  
ただL、介著者教士二養成荻野者孝夢敵おいこ  

以下の虜定演払  

①校舎等建物については、申請年内（12月末日まで）     （か炭舎筈密教仁つい据申ノ芳年肉「72見方βまでノ   

にエ事を完了し、新築の場合は、検査済証の交付を受   仁工事を完アL、薪箸の場合ば、炭査済忍の交■付を安   
けること。また、備品等についても、すべて年内に備え   ケ点ことまた鮎筈につい丁る、すべ丁年痢に盾ズ   

つけを完了すること。なお、次の要件を満たし、かつ、お  つげを宕アす磨こと  

おむね20年以上にわたって使用できる場合には、借  

患でっても差しえないこと  
アイ重代丑契約が締結されていること（設置計画書提出  

引こおいては仮契約締結でもよい。）。  

イ賃借権の登記がなされていること∩ただし、公共  

地についてはこの限りではない  

②校地は、設置者が所有するものであることを原則とす   ②炭彪ぼ、厨厚着カづ所有デ点るの否あること委原射す   
ること。なお、次の要件を満たし、かつ、おおむね20   点こと紬次の要件あ滞たL、かつ、おおむね2β   

年以上にわたって使用できる場合には、借地であっても  牟以上仁わたっ丁度屠でき名場合仁玖燈歯石あって盲   

差し支えないこと。   差L＿安達をいこと   

ア 借地契約が締結されていること（設置計画書提出時  アブ算盤鰍聯騨乙てtlるこ∠侶掛軒婁窟忠辟   
においては仮契約締結でもよい。）。   仁おい口甘皮賓細線紆で古よい。ノ。   

イ 借地権（地上権又は賃借権）の登記がなされている   イブ監歯摩腰上鹿又ば賞牌の勘†をきカてtlる   
こと。ただし、公共用地についてはこの限りではない。   こと‥た丘℃、公共屠彪仁ついてばこの贋り否貨をい。   

6   



01学級の定員については、40人以下でなければならないこととされているが、養成施設の裁量に   

より決定できるように改める。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   線 

少なくとも1以±の学級を設けること。   1学級の定員は、40人以下であること。   
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○ 普通教室の数については、同時に授業を行う学級の数を下らない数を設置しなければならないこ  

ととされているが、講義系科目について、大教室における授業が可能となるよう、規制を緩和する。  

【一般養成施設・短期養成施設共通】  

虜直し棄予  

① 同時に授業を行うために必要な数の普通教室を有  ① 同時に授業を行う学級の数を下らない数の室員旦   

すること。  普通教室を有すること。  

②普通教室の広さは、内法による測定で学生1人当  ②普通教室の広さは、内法による測定で学生1人当   
たり1．65平方メートル以上であること。   たり1．65平方メートル以上であること。   

（ex．）1学級40人×2クラス（80人）の養成施設の場合  

〈現行〉 普通教室2室（40人×2室）以上が必要 → 〈見直し後〉 普通教室1室（80人×1室）でも可。  
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○ 社会福祉士の活動領域においては、パソコン等のIT機器を活用した支援が求められていることか   

ら、これらを活用した支援手法の学習の機会が確保されるよう、パソコン等のIT機器を設置すること   

が望ましい旨の規定を追加する。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   現行   

ヱにおいて、学生がパーソナルコンピューター等の  

IT機器を 援助の技術等を学習することが  

できるよう＿必要左設斎を設けることが望まし虻らと   
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○ 図書室については、情報公開を進めることを前提に、’図書室に係る設置規制のみ課すこととし、  

図書の具体的な数量は示さないこととする。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案  

①教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有  
すること。   

② 図書室を有すること。  
程及び夜間課手引こおいては、‡旨定規則別  

表第1に定める科目に関する専門図書を1月00冊以   

を10種類以上備えているこヒ  

①教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有   
すること。   

② 図書室を有すること。  
3 学生の希望を勘案し、定期的に蔵書を補充・更剋  

ヒ上その充実lこ努めること。   

④ 図書室の蔵書以外Iこも関連する文献等lこついて  

情幸朗臭素できるよう必要な機器を整備するこヒ  

※ このほか、図書室内の蔵書量等についての情報公開を義務づけることとする。（→PlO2）  
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○ 演習室と実習指導室については、それぞれ別途教室を確保しなければならないこととされている  

が、授業の実施に当たって支障がない場合には、これらの教室を共用することが可能となるよう、規  
制を緩和する。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案  

① 少なくとも学生20人につき1室の割合の演習室   

を有すること。  

②働こつき1室の割合で実習指導   
を行うための実習指 導室を有すること。   

ただし、授業の実施に当たって、教育に支障がない   

り、演習室と実習指導室とを共用することが   

可能であることむ  

① 少なくとも学生20人につき1室の割合の演習室   

を有すること。  

②社会福祉援助技術現場実習指導を行うための実   

習指導室を有すること。  
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祉士養成施設の設備基準について  

1学級の定員   40人以下  

普通教室   
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用  

の普通教室を有すること。   

演習室   少なくとも学生20人につき1室を有すること。   演習室の1／2以上に視聴覚機器  

昼間課程  

夜間課程  
実習指導室   

社会福祉援助技術現場実習指導を行うための  

実習指導室を有すること。  

・図書室  

その他   
教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有  
すること。  

・学術雑誌を10種類以上   

1学級の定員   なし  

講義室   面接授業実施期間中に確保されていること。  

通信課程  演習室   
少なくとも学生20人につき1室を、面接授業実施  

期間中に確保されていること。  

実習指導室   なし  

その他   なし  

※ 大学については、この基準は適用されず、「大学等設置基準」等が適用されることとなる。  82   
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Ⅳ 実習・演習  
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○ 教育力リキュラム全体の見直しを踏まえ、実践力の高い社会福祉士を養成する観点か   
ら、実習・演習に関する教育内容についても、充実・強化を図ることとする。  

○ また、現行、大学等においては、指定科目の名称と一致する科目の名称により、教育   

が行われていれば、養成施設の教育内容と同等であるものとして取り扱われているとこ   
ろであるが、特に実習■演習については、大学等によってその教育内容にばらつきが大   

きいとの指摘を踏まえ、教育内容や時間数についての基準を課すこととする。  
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シラバスの内容  

含まれるべき事項  ねらい   

① 以下の内容については相談援助実習を行う前に学習を開始し、十分  

な学習をしておくこと   
「‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾t－■‾‾‾－‾－‾－‾▼‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾‾‾  

；ア自己覚知   
「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾－‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾－‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾－－‾－‾‾‾－   

相談援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、  

社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、次に掲  

げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技術として  

概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を洒養する。  

①総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発に係る  

具体的な相談援助事例を体系的にとりあげること。  

②個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面を想定した  

実技指導（ロールプレーイング等）を中心とする演習形態により行うこ   

と。  

イ 基本的なコミュニケーション技術の習得   

り 基本的な面接技術の習得  
l 「‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾▼▼‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾－‾－▼‾‾‾‾－‾‾▼‾‾‾‾‾‾－－‾‾‾‾‾‾  

エ 次に掲げる具体的な課題別の相談援助事例（集団に対する相  
l  

： 談援助事例を含む。）を活用し、総合的かつ包括的な援助につい  

： て実践的に習得すること。 l  

；●社会的排除  

；●虐待（児童・高齢者）  

；●家庭内暴力（D・∨）  

：●低所得者  

：●ホームレス  

： ●その他の危機状態にある相談援助事例（権利擁護活動を含  

む。）  
「‾‾‾‾‾‾▼‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

：オ エに掲げる事例を題材として、次に掲げる具体的な相談援助場 l  

：面及び相談援助の過程を想定した実技指導を行うこと。  

；●インテーク  

；●アセスメント  

：●プランニング  

：●支援の実施  

● モニタノング  

● 効果測定  

● 終結とアフターケア  
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シラバスの内容  

含まれるべき事項  

；カオの実技指導に当たっては、次に掲げる内容を含めること。  

三  ●アウトリーチ  

； ●チームアプローチ  

●ネットワーキング  

● 社会資源の活用・調整・開発  

ー・・・・－ ■－ － ■ － ■ －・・・・一 一 － － － ■■ ■ － － － ■ ■ ■ ■ － －■ ■ －■ － ■■ ■ － ■ 一 － ● ■ ■ － ■ ■ ●■ －■ ■ ■ ■ ＿ ＿  

；キ地域福祉の基盤整備と開発に係る事例を活用し、次に揚げる  
事項について実技指導を行うこと。  

●地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握  
l  

● 地域福祉の計画  

● ネットワーキング  
l  

● 社会資源の活用・調整・開発  
l  

● サービスの評価  
＿＿t＿ ＿ －＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ● ＿ ＿ ＿ ＿ ＿－＿＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ■ ＿＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿  

②相談援助実習後に行うこと  
「 ■‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾‾‾ ‾ ■ － ‾ ‾ ‾ ■‾ ‾ ‾ ‾ ‾ 、 ‾ ‾ ■ ‾‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ▼ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ － ‾‾ ‾ ‾ ‾ ‾‘■ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾‾ t ‾ ■一 一  

；相談援助に係る知識と技術について個別的な体験を一般化し、実  
：践的な知識と技術として習得できるように、相談援助実習における学  

：生の個別的な体験も視野に入れつつ、集団指導並びに個別指導によ  
：る実技指導を行うこと。  

（注1）相談援助の知識と技術に係る科目として主に「相談援助の基盤と専門職」、「相談援助の理論と方法」、「地域福祉の理論と方法」、「福祉行財   
政と福祉計画」、「福祉サービスの組織と経営」、「相談援助実習」、「相談援助実習指導」などの科目。  

（注2）相談援助演習の実施にあたっては、相談援助実習指導、相談援助実習の教育内容及び授業の進捗状況を十分踏まえること。  
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シラバスの内容  

ねらい  含まれるべき事項  

相談援助実習の意義について理解する。   

相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助  

に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術  

等を体得する。   

社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課  

題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。   

具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化  

し体系立てていくことができる能力を酒養する。  

○ 次に掲げる事項について個別指導及び集団指導を行うものとする。   
r‾‾‾‾●t‾一■‾■－‾‾‾ ‾ ‾－‾■■－■ ■ －t■－－一・－－ －－－－ －－－－－ － －－■－■ ■■ ■ －●■－＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿●  

ア相談援助実習と相談援助実習指導における個別指導及び集団  

； 指導の意義  
■－■▼■■ ■ ■ ■■■■－，● － －－ －－●－ － －－－－ －－－－－－ － －－－－－－－ －－ － － －－－ ◆－－ － －－－－－■■ ■ ● ■ ■■ ● ■－■■   

イ 実際に実習を行う実習分野（利用者理解含む。）と施設t事業  
l  

l  

l  

L．＿  

l  

l  

l   

者■機関・団体・地域社会等に関する基本的な理解  
■ ■ ■ ● ■ ● ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ －■ －－ － － － － － －－ － － － － － － －－ ●－ ■－ －→ － － － － － － －－ － － － － － － － ▼ ■ ■■ ■ ●■ ▼ ▼■ ■  

り 実習先で行われる介護や保育等の関連業務に関する基本的な  

；理解  
「 ‾ ▼ ‾ ‾ ●■ ‾ ‾ ‾‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾‘‾ ■→ ■ ■ ■ － ■ ■ ●■ － － － － －－・－・－ － － － － － － t －・■ ■ ■ ■ ■ t 一 ●－ －－一 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ● ＿．  

エ現場体験学習及び見学実習（実際の介護サービスの理解や各  

；種サービスの利用体験等を含む。）  
Lい－－－－－－－－－－－－－一一一－－－－－－－－－－－－－t－■■■■－■－－－■■■■－■■■－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
l  

オ実習先で必要とされる相談援助に係る知識と技術に関する理  

：解  
「‾‾ －‾ ‾●－‾‾－ ■■■ ■－－－●■－－－ － －t・■ 一－－－ －－ －－・－－－－－ －・■●－＿ ＿＿ ＿－＿．＿＿ ＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿ ＿＿  

力実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等の理解  

；（個人情報保護法の理解を含む。）  
■－－■ ■■ ■ ■ ■■t－●－－－ －－ －－－●－－ － － － －－一－－ － －t t－－－－ －－ －－－－－－－－－ － －一一■－■ ■●■■－－■■■－■  

キ「実習記録ノート」への記録内容及び記録方法に関する理解  
＿  

ク実習生、実習担当教員、実習先の実習指導者との三者協議を  

l  

l  

L- 

l  

l  

I   

；踏まえた実習計画の作成  
「‾■■－■－■●－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－t－－－－＿＿＿＿＿＿＿■▼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

ケ 巡回指導  

コ 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理と実習総括レポー  

： トの作成  
L－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－■■一－■■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

サ 実習の評価全体総括会  

（注1）相談援助実習を効果的にすすめるため、実習生用の「実習指導マニュアル」及び「実習記録ノート」を作成し、実習指導に活用すること。  

（注2）実習後においては、その実習内容についての達成度を評価し、必要な個別指導を行うものとする。  

（注3）実習の評価基準を明確にし、評価に際しては実習先の実習指導担当者の評定はもとより、実習生本人の自己評価についても考慮して行うこと088   



シラバスの内容  

ねらい  含まれるべき事項  

相談援助実習を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的  

かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。  

社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課  

題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。   

関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的  

に理解する。  

（力 学生は次に掲げる事項について実習指導者による指導を受けるもの   

とする。  

② 相談援助実習指導担当教員は巡回指導等を通して、次に掲げる事項   

について学生及び実習指導者との連絡調整を密に行い、学生の実習状   

況についての把握とともに実習中の個別指導を十分に行うものとする。   
「‾‾‾－‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

；ア利用者やその関係者、施設ヰ業者機関■団体等の職員、地域  

‡住民やボランティア等との基本的なコミュニケーションや人との付き  

；合い方などの円滑な人間関係の形成   
「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾－－‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‘‾‾‾  

イ 利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成  

ウ 利用者やその関係者（家族・親族・友人等）との援助関係の形成  

エ 利用者やその関係者（家族・親族・友人等）への権利擁護及び支  

： 援（エンパワメントを含む。）とその評価  
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

オ 多職種連携をはじめとする支援におけるチームアプローチの実際  

力 社会福祉士としての職業倫理、施設・事業者・機関・団体等の職  

：員の就業などに関する規定への理解と組織の一員としての役割と  

： 責任への理解  
l■■■－－■■■一一－■■－■■■－－■■－】一■■‾■■■‾‾‾‾‾■■■‾－●‾‾‾■‾‾‾‾‾■‾‾‾‾  

キ 施設・事業者・機関・団体等の経営やサービスの管理運営の実際  

；ク当該実習先が地域社会の中の施設ヰ業者・機関・団体等である  

；ことへの理解と具体的な地域社会への働きかけとしてのアウトリー  

； チ、ネットワークキング、社会資源の活用一調整1開発に関する理解。  

（注）相談援助実習を実施する際には、下記の点に留意すること。   
①配属実習に際しては、健康診断等の方法により、実習生が良好な健康状態にあることを確認したうえで配属させること。   
②実習先は、巡回指導が随時可能な範囲で選定することとし、実習内容、実習指導体制、実習中のリスク管理等については実習先との間で十  
分に協議し、確認しあうこと。  89   




